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5 月 8 日以降の新型コロナウイルス感染症の対応について 

  

みなさまには、日頃より本校の方針へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうござ

います。 

さて、令和５年５月 8 日から新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症に移行することが

正式に決定しました。今後は、政府が一律に感染症対策に協力を求める仕組みから、個人の

自主的な判断と行動を基本とする方向に移行します。しかしながら、新型コロナウイルス感

染症自体が収束したわけではなく、今後も大規模な感染拡大の波が起きる可能性がありま

す。よって、一人ひとりがこれまでの経験をもとに、日常の中で感染対策を実践していくこ

とが重要になります。 

教職員一同、引き続き、安全な学校生活を送ることができるよう対策に取り組んでまいり

ますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

今後も重要なお知らせは本校 HP、WebClass、さくら連絡網などを通じて行いますので、

適宜ご確認をお願いいたします。 

  

 

〇学生の皆さんへ 

１．基本的な感染対策を継続してください 

新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の感染拡大を防止するには、日常的な感

染症対策を継続していくことが有効です。 

・ 定期的な換気やこまめな手洗い、咳エチケットなど、基本的な感染対策を継続しましょ

う。また、清掃により清潔な生活空間を保つことも大切です。 

・ 体の抵抗力を高めるため、「十分な睡眠」、「適度な運動」及び「バランスの取れた食事」

を心掛けましょう。 

・ 学校教育活動においてはマスクの着用を求めませんが、通勤ラッシュ等混雑した電車や

バスを利用する登下校時や、医療機関・高齢者施設等を訪問する時など、場面に合わせて

効果的にマスクを着用しましょう。 

ただし、基礎疾患があるなど様々な事情により感染不安を抱きマスクの着用を希望す

る場合や、健康上の理由によりマスクを着用出来ない場合もありますので、マスク着用の

有無による差別・偏見等は決してしないでください。 



・ 感染流行時には、マスクの着用を促したり、身体的距離を確保することや、「近距離」「対

面」「大声」での発声や会話を控えることなど、学校として場面に応じた対策を講じること

があります。 

・ 希望者はワクチン接種も検討ください。スケジュール・費用等はお住いの自治体の HP

で確認できます。 

 

 

２．令和 5 年 5 月 8 日以降に感染が判明したら 

★学生本人の感染が判明した場合は、担任・教務係・保健室のいずれかに速やかに連絡して

ください。（平日８：３０～１７：００） 

出席停止の期間は、「発症した後 5 日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1 日を経過するま

で」が基準となります（※無症状の感染者の場合は、検体を採取した日から 5 日を経過する

まで）。 

 

★濃厚接触者の特定はなくなります。 

これまでであれば濃厚接触者として特定されていた者（感染者が同居の家族や感染対策

を行わず飲食を共にした者など）についても、５月８日以降は自宅待機等の行動制限の協力

要請は行われません。ただし、感染した方の発症日から特に５日間は自身の体調に注意して

生活してください。7 日目までは発症する可能性があります。 

 

発症から１０日を経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスク

を着用したり、高齢者等重症化リスクの高い人との接触を控えるなど、周りの人へうつさな

いよう配慮しましょう。 

発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養することが重要です

ので、無理をして登校しないようにしてください。 

 

★療養中に体調が悪化した場合 

診療時間中は受診した医療機関に電話、または２４時間対応（土日祝含む）の愛媛県受診

相談センター（０８９－９０９－３４８３）に連絡をしてください。 

※症状が重い時は救急要請を。 

（救急電話相談「＃７１１９」は、令和 5 年夏頃の開始に向けて準備中） 

 

 

３．その他 

・ 新型コロナウイルス感染症に関連して、個人の憶測や特定、それにつながる情報の拡

散や誹謗中傷は決してしないでください。 

・ 新型コロナウイルスの影響により登校等に不安がある場合は、ひとりで抱え込まず、



担任の先生等（学生相談室、保健室、担任など）へ相談してください。安心して授業を

受けられるように、一緒に考えましょう。 

 

 

〇保護者の皆様へ 

 上記のように、学生に連絡指示を行っておりますので、保護者の皆様におかれましては、

各ご家庭において学生の体調に気をお配りくださいますようお願いします。 

なお、ご心配、ご不明なことがありましたら、担任または下記の連絡先にご連絡ください。 

 

 

 

◇◆学校へ相談したいことがある場合は、下記問い合わせ先へ連絡してください。◆◇ 

 

◎ 健康に関することについて：保健管理センター（保健室） ０８９７－３７－７７３１  

◎ 授業のことについて：学生課 教務係 ０８９７－３７－７７２４  

◎ 学生生活のことについて：学生課 学生・図書係 ０８９７－３７－７８３１  

◎ 学寮のことについて：学生課 生活支援係（学寮事務室） ０８９７－３７－７７２８  

◎ 時間外（平日１７：００～翌日８：３０、土日祝日）※緊急時のみ 

    ：守衛室 ０８９７－３７－７７１０（警備員） 

   ※緊急時に、担任の先生等に連絡がつかない場合は、守衛室まで連絡してください。 

 

 

  


